
 

工事の発注に 係る 最低制限価格 制度 取扱要領  

 

（趣旨）  

第１条  この 要領 は、地方自治 法施 行令（昭和２ ２年 政令第１６号 ）

第１６７条の １０ 第２項に規定 する 最低制限価格 に関 する取扱いに

ついて、必要 な事 項を定める。  

（最低制限価 格を 設ける契約 ）  

第２条  最低 制限 価格を設ける 契約 は、次の各号 に掲 げるものとす

る。  

(1) 設計金額が ２５０万円以 上の 建設業法 （昭 和２ ４年法律第１ ０

０号）別表第 １に 掲げる工事の 請負 に係る契約と する 。  

(2) 工事に準ず る業務委託等 で必 要と認められ るも の 。  

２  前項の規 定に かかわらず、 随意 契約について は、 最低制限価格 は

設けないもの とす る。  

（最低制限価 格の 算定 ）  

第３条  最低 制限 価格は、原則 とし て 次に掲げる 予定 価格算定の基 礎

となった額の 合計 額に１００分 の１ １０を乗じて 得た 金額とする 。  

(1) 直接工事費 に１００分の １０ ０を乗じて得 た額  

(2) 共通仮設費 （積上分）に １０ ０分の１００ を乗 じて得た額  

(3) 共通仮設費 （率分）に１ ００ 分の９０を乗 じて 得た額  

(4) 現場管理費 相当額に１０ ０分 の８０を乗じ て得 た額  

(5) 一般管理費 に１００分の ５５ を乗じて得た 額  

２  前項中「 現場 管理費相当額 」と は、土木工事 にあ っては現場管 理  

費の額、建築 工事 に あっては現 場経 費の額をいう 。ま た、「直接工 事  

費」、「共通 仮設 費」、「現場 管理 費」、「現場 経費 」及び「一般 管  

理費」の用語 の定 義については 、原 則としてそれ ぞれ 次の各号に掲 げ  

る基準書等の 例に よるもの とす る。  

(1) 土木工事標 準積算基準書  

(2) 公共建築工 事積算基準  

（予定価格調 書へ の最低制限価 格の 記載 ）  

第４条  事務 の適 正な執行を確 保す るため、中井 町契 約規則（ 昭和 ５

３年規則第２ 号。 以下「規則」 とい う。）第１５ 条で 定める予定価

格調書（第１ 号様 式）に、 当該 契約 に係る最低制 限価 格 を「最低制

限価格     円 」と記載し、 さら に、当該最低 制限 価格に １１０



 

分の１００を 乗じ て得た金額を 「最 低制限価格の １０ ０／１１０    

   円」と 記載 するものとす る。  

２  規則第２ ８条 に定める入札 経過 調書（第２号 様式 ）の摘要欄に つ

いても、前項 と同 様に記載する もの とする 。  

（入札参加者 への 周知 ）  

第５条  本制 度の 円滑な運用を 図る ため、指名通 知書 にあっては、 次

の各号に掲げ る事 項を記載し、 入札 参加業者への 周知 徹底を図らな

ければならな い。  

(1) 当該入札で は、最低制限 価格 制度を適用し 、最 低制限価格を 設

定すること。  

(2) 最低制限価 格を下回る場 合に は、これを落 札者 とせず、最低 制

限価格以上で 最低 の価格をもっ て入 札した者を落 札者 とすること。  

 

附  則  

１  この要領 は、 令和５年４月 １日 から施行 し、 同日 以降に契約す る

工事等に適用 する 。  

２  平成２７ 年１ ０月１日付け 工事 の発注に係る 最低 制限価格制度 取

扱要項は、廃 止す る。  


